
希少野生生物保護管理対策に係る

巡視業務委託事業実施者選定要領

希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託事業実施者の選定は次により行う。

Ⅰ 事業企画書採点委員会の構成

本事業企画書の採点は、以下の構成された者で行う。

・次 長

・総括事務管理官

・総括治山技術官

・総括森林整備官

Ⅱ 事業企画書審査の実施及び実施者選定

１ 事業企画書の審査に当たっては、Ⅲにより、実施要領及び応募要領に即しているか

等、十分検討した上で行う。

２ 委託調査実施者の選定は、採点結果において得点の最上位者の者を委託契約予定者

として選定する。なお、同点の場合は調査実績の多い者から選定する。

Ⅲ 採点項目及び採点基準

本委託事業の採点については、次の採点基準により行う。

１ 希少野生生物保護管理対策の趣旨を理解し企画されているか。

＜１０点満点＞

Ａ 十分理解している １０点

Ｂ ある程度理解している ８点

Ｃ 普通程度理解している ５点

Ｄ 一部理解を欠いている ２点

Ｅ 全く理解を欠いている ０点

２ 本事業の趣旨・目的を理解し適正な事業計画を立てているか。

＜１０点満点＞

Ａ 十分適正である １０点

Ｂ ある程度適正である ８点

Ｃ 普通程度適正である ５点

Ｄ 一部適正を欠いている ２点

Ｅ 全く適正を欠いている ０点

３ 巡視業務事業担当予定者の、希少野生動植物種に関する専門的知見、理解度は十分

か。

＜１０点満点＞

Ａ 十分理解している １０点

Ｂ ある程度理解している ８点

Ｃ 普通程度理解している ５点

Ｄ 一部理解を欠いている ２点

Ｅ 全く理解を欠いている ０点



４ 巡視業務事業担当予定者は、国有林野の管理経営、森林施業等の理解度は十分か。

＜１０点満点＞

Ａ 十分理解している １０点

Ｂ ある程度理解している ８点

Ｃ 普通程度理解している ５点

Ｄ 一部理解を欠いている ２点

Ｅ 全く理解を欠いている ０点

５ 事業計画について、準備、実行、事後のフォローは適正か。

＜１０点満点＞

Ａ 十分適正である １０点

Ｂ ある程度適正である ８点

Ｃ 普通程度適正である ５点

Ｄ 一部適正を欠いている ２点

Ｅ 全く適正を欠いている ０点

６ 本事業の実施に当たり十分な組織体制を有しているか。

＜１０点満点＞

Ａ 十分有している １０点

Ｂ ある程度有している ８点

Ｃ 普通程度有している ５点

Ｄ やや不十分である ２点

Ｅ 不十分である ０点

７ 本事業と同種又は類似の業務の経験が豊富であり、巡視業務を確実に実施すること

が可能か。

＜１０点満点＞

Ａ 十分可能である １０点

Ｂ ある程度可能である ８点

Ｃ 普通程度可能である ５点

Ｄ やや不十分である ２点

Ｅ 不十分である ０点

８ 予算計画は適切か

＜１０点満点＞

Ａ 十分適正である １０点

Ｂ ある程度適正である ８点

Ｃ 普通程度である ５点

Ｄ 一部適正を欠いている ２点

Ｅ 全く適正を欠いている ０点



（別紙）

企 画 提 案 書 採 点 表

採点年月日：令和 年 月 日

採点委員名：

企 業 等 名：

項 目 点 数 寸 評

１ 事業の理解度

【１０点】

２ 事業計画の適性度

【１０点】

３ 希少野生動植物種に関す

る理解度

【１０点】

４ 国有林野の管理経営、

森林施業等の理解度

【１０点】

５ 準備、実行、事後のフォ

ロー

【１０点】

６ 事業の組織体制

【１０点】

７ 業務の状況

【１０点】

８ 予算計画

【１０点】

合 計 【８０点】


